
ド
ロ
ー
ン
に
よ
る
農
薬
散
布
を
実
施

水
稲
病
害
虫
防
除
の
省
力
化
と

良
質
米
の
安
定
生
産
を
図
る
た
め
、

ド
ロ
ー
ン
に
よ
る
水
稲
の
農
薬
散

布
を
実
施
し
ま
す
。
近
隣
市
町
で

も
実
施
し
ま
す
の
で
、
危
被
害
防

止
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

散
布
日
時

７
月
25
日
㈭
午
前
４
時
〜
正
午

※
雨
天
、
強
風
、
濃
霧
な
ど
の
場

合
は
順
延
ま
た
は
遅
延
し
ま
す
。

散
布
す
る
水
田
地
区

住
野
、榎
戸
、大
谷
流
、小
谷
流
、

根
古
谷
、
岡
田
、
用
草
、
勢
田
、

東
吉
田
、
砂
、
上
砂

対
象
病
原
虫

い
も
ち
病
、
紋
枯
病
、

斑
点
米
カ
メ
ム
シ
類
、
ウ
ン
カ
類

使
用
薬
剤
名

・
ラ
ブ
サ
イ
ド
ス
タ
ー
ク
ル
フ
ロ

ア
ブ
ル
（
殺
虫
殺
菌
剤
）

・
バ
リ
ダ
シ
ン
エ
ア
ー
（
殺
菌
剤
）

※
散
布
中
の
通
行
や
水
田
周
辺
の
駐

車
は
な
る
べ
く
避
け
て
く
だ
さ
い
。

※
散
布
薬
剤
は
、
人
体
に
対
し
て

毒
性
の
低
い
も
の
を
使
用
し
ま
す

が
、
万
が
一
薬
剤
が
か
か
っ
た
と

き
は
、
す
ぐ
に
、
石
け
ん
で
洗
い

落
と
し
て
く
だ
さ
い
。

※
洗
濯
物
な
ど
は
、
散
布
終
了
後

に
干
し
て
く
だ
さ
い
。

問
八
街
市
植
物
防
疫
協
議
会

（
千
葉
み
ら
い
農
業
協
同
組
合

八
街
営
農
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
４
４
４
‐
５
８
６
１

問

物価高騰重点支援給付金（住民税非課税など）のお知らせ

８
月
１
日
㈭
の
午
後
４
時
〜
９

時
に
、
め
い
ろ
う
夏
ま
つ
り
が
開

催
さ
れ
ま
す
。
会
場
で
あ
る
「
明

朗
塾
」
は
八
街
駅
か
ら
成
東
駅
を

結
ぶ
路
線
バ
ス
「
八
街
線
」
の
バ

ス
停
「
沖
渡
入
口
」
か
ら
徒
歩
８

分
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

当
日
は
、
来
場
者
で
大
変
賑
わ

う
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

こ
の
機
会
に
バ
ス
に
乗
っ
て
お

ま
つ
り
に
行
き
ま
せ
ん
か
。

路
線
バ
ス
を
利
用
し
て
お
ま
つ
り
に
行
き
ま
せ
ん
か

八
街
線
時
刻
表
（
一
部
）

○
八
街
駅
↓
沖
渡
入
口

○
八
街
駅
↓
沖
渡
入
口
臨
時
便

○
沖
渡
入
口
↓
八
街
駅

○
沖
渡
入
口
↓
八
街
駅
臨
時
便

問
企
画
政
策
課

☎
４
４
３
‐
１
１
１
４

問 午
後
９
時　
　

午
後
９
時
９
分

沖
渡
入
口

発

八
街
駅

着

午
後
４
時
21
分

午
後
４
時
35
分

午
後
５
時
６
分

午
後
５
時
20
分

午
後
６
時
６
分

午
後
６
時
20
分

午
後
９
時
11
分

午
後
９
時
25
分

〈①新たに令和６年度住民税非課税などとなる世帯〉
支給額　１世帯あたり 10 万円（１世帯１回限り）
支給対象
　次のすべての要件に該当する世帯の世帯主
 ・基準日時点で、八街市に住民登録がある世帯
 ・基準日現在の世帯全員が、令和６年度住民税所
得割が課されていない（定額減税前）世帯

※次に該当する世帯などは対象外となります。
 ・世帯全員が、住民税が課されている他の親族な
どの扶養を受けている世帯

 ・租税条約による住民税の免除を届け出ている方
がいる世帯

 ・令和５年度住民税非課税世帯給付金（７万円）
または、令和５年度住民税均等割のみ課税世帯
給付金 （10 万円）の支給対象世帯

支給手続き
市から「確認書」が届いた世帯
対象と思われる世帯には、  「確認書」を７月中旬

　に発送します。必要事項を記入するなどして、
　社会福祉課へ返信してください。
市から手紙が届かなかった世帯
申請が必要です。

〈②こども加算〉
支給額　対象となるこども１人あたり５万円　
支給対象　①の給付金の支給対象世帯のうち、対
　象となるこどもがいる世帯の世帯主
対象となるこども
　次のいずれかに該当する 18 歳以下のこども
 ・基準日時点で、支給対象者と同一世帯のこども
 ・  基準日時点で、支給対象者と別世帯あるが、生
計が同一であるこども

※次に該当するこどもは対象外となります。
 ・18 歳以下の単身世帯のこども
 ・児童養護施設などに入所しているこども
 ・すでに他市町村で、こども加算の支給対象とな
っているこども

支給手続き
市から「お知らせ」が届いた世帯
①の給付金が口座振込により受給済みであり、
基準日時点で同一世帯に対象と思われるこども
がいる世帯には、９月中旬から、順次「お知らせ」
を発送予定です。原則、手続きは不要です。

市から「お知らせ」が届かなかった世帯
①の給付金が未申請の場合は、①の給付金の申
請をしてください。また、基準日時点で支給対
象者とは別世帯であるが、　生計が同一である
こどもがいる世帯の方は、申請が必要です。

新たに令和６年度住民税非課税などとなる世帯を対象に、給付金を支給します。また、18 歳以下
の対象となるこどもがいる世帯は、対象となるこども１人あたり５万円を支給します。
基準日　令和 6 年 6 月 3 日

支給日
②の「お知らせ」による支給（変更がない場合）
「お知らせ」に記載している支給予定日
①および②の申請による支給
市が書類を受理した日から約４週間後に指定さ

れた口座に振り込みします。（書類不備の場合や、
現金支給の場合は日数がかかります）
提出期限　10月31日㈭必着

※本給付金は、差押禁止・非課税の対象です。
※申請書は、市ホームページからダウンロード、
または、社会福祉課で配付しています。
送付先　〒２８９－１１９２　八街市八街ほ35番地29

社会福祉課
八街市コールセンター　☎ ０１２０－４１９－００１　
午前８時45分～午後５時（土曜・日曜日、祝日を除く）

八
街
駅

発

沖
渡
入
口

着

午
後
３
時
55
分

午
後
４
時
４
分

午
後
４
時
55
分

午
後
５
時
４
分

午
後
５
時
30
分

午
後
５
時
39
分

午
後
６
時
40
分

午
後
６
時
49
分

午
後
７
時
25
分

午
後
７
時
34
分

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５

危険な暑さとなる日があります。こまめな水分補給や外出を控えるなど、積極的な熱中症対策をしましょう。危険な暑さとなる日があります。こまめな水分補給や外出を控えるなど、積極的な熱中症対策をしましょう。危険な暑さとなる日があります。こまめな水分補給や外出を控えるなど、積極的な熱中症対策をしましょう。
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